
 

 

 システム認証事業本部 

紛争鉱物 EU 規制及び EICC について 

 

情報開示・透明性のトレンド 

世界的に企業の社会責任に対する消費者や当局による情報開示要請が様々な分野に広がっています。その様

な事業環境の中、企業としてはどの規制や法律に対し注意を払い、リソースを投入すればよいのでしょうか。 

 

米ドッド・フランク法(Dodd-Frank Act) 

現時点で市場に大きなインパクトがあるものとしては米国のドッド・フランク法があります。この法律は、いわゆる

リーマンショックを引き起こした原因とされている米金融業界の緩い法規制状況の改善を意図したものです。  

伝統的にビジネス界に対して共和党よりも厳しい立場を取る民主党のオバマ政権は、規制強化に乗り出し、ドッ

ド・フランク法という非常に多岐に渡る事柄を扱う法律を制定しました。 

 

認証取得のメリット 

道路交通事故による死傷者数減少への道筋となるだけでなく、組織の経済的損失(損害保険や労災事故に起因

するコスト、ビジネス機会の損失)の回避・減少に向けた抜本的な改善に繋がります。また、重大な社会的損失

の一因となる道路交通事故減少への真摯な取り組みを実証することにより、社会からの評価、ブランド価値向上

にも繋がります。  

        出所：米 SEC 

紛争フリー鉱物 

長年にわたり紛争が続いているアフリカのコンゴ共和国やその周辺では、鉱物(金、タングステン、スズ、及び  

タンタル)の採掘が武装勢力の資金源になっている場合が多くみられます。同法の中には紛争フリー鉱物の条項

があり、2012 年 8 月に詳細な内容が明らかになりました。同法によると、米国株式市場に上場している企業は、 



 

 

 

2013 年から金、タングステン、スズ及びタンタラムを含む自社製品に関し、それらの鉱物が紛争地域由来(コン

ゴ共和国及び周辺地域)であるか否かの調査をし、その結果を開示する必要があるとしています。米国上場企業

でない場合でも、それらの企業との取引関係にある場合は顧客から調査依頼が来る可能性が予測されます。 

規制実施に関し難しいポイントは、コンゴ地域由来の対象鉱物の全てが必ずしも武力勢力の資金源とされて  

いるわけではないことです。つまりコンゴ由来の場合はデューデリジェンスを行い情報開示する事だけが現時点

でのルールでありますが、今後の更なる規制を見越して、対象地域由来の鉱物を完全に避ける企業も出てくる

でしょう。 

 
 

OECD 紛争鉱物ガイダンス 

これは OECD 機構各国やアフリカ大湖地域国際会議(ICGLR)国(アンゴラ、ブルンジ、中央アフリカ共和国、コン

ゴ共和国、コンゴ民主共和国、ケニヤ、ルワンダ、スーダン、タンザニア、ウガンダ、ザンビアなど)や企業、市民

団体など多様なステークホルダーが協議し開発された、紛争鉱物サプライチェーンデューデリジェンスガイドライ

ンです。後に述べられる EICC を始め、様々な枠組みのデューデリジェンスの基礎となっています。 

 

トレーサビリティーの課題 

業界によってはサプライチェーンが長く複雑な場合もあり、2012年9月に欧州で行われたEICC(電子・電気業界

団体：ソニー、東芝、アップルなどのグローバル企業がメンバー)によるワークショップにおいても、サプライヤー

からの調査に対するレスポンスの低さなどの課題が浮き彫りになりました。どちらかというとサプライチェーンの

上流に位置する精錬所の紛争フリー鉱物認証の取得率の低さも問題を大きくしています。対象精錬所は約 500

ありますが、大部分は未取得であり、EICC は補助金の提供を通じ取得率を高める作戦を取っています。また

EICC紛争フリー精錬所認証と LBMA(ロンドン地金協会)レスポンシブルゴールド及びRJC(レスポンシブル・ジュ

エリー・カウンシル)紛争センシティブソーシングが相互認証に合意し、重複監査を低減、トレーサビリティーをより 

効率的に行える環境の整備を急いでいます。 
 



 

 

 

LBMA 

EICC 以外にも、先に述べたように LBMA などもドッド・フランク法の対応を急いでいます。ロンドン市場は世界で

最古の金市場ですが、1987 年に LBMA として設立され日本企業もメンバーとして名を連ねています。組織の 

目的は基準やガイドライン作りなどを通じて金トレードのグッドプラクティスを広めることです。OECD ガイドライン

の金補足セクションの開発にも関わっています。従って、LBMA は OECD ガイドラインを基にリスクベースデュー

デリジェンスという形で紛争鉱物フリー問題に対応しています。これまで述べてきたように、様々な組織のデュー

デリジェンスシステムとツールがありますが、現時点では一本化する方向にはないようです(相互認証の動きは

加速)。 

 

EICC 調査テンプレート 

それではどうやってトレーサビリティー調査をすればいいのでしょうか。現在、EICC より 2012 年 12 月にアップ 

デートされた調査表のテンプレートがウェブサイト上に公開されています。その他、調査時にサプライヤーに出す 

カバーレターテンプレートを日本語で提供しています。 

 出所：EICC 



 

 

 

CSR のトレンド 

紛争鉱物に限らず、世界的な企業責任のトレンドとしてステークホルダーや当局からの環境保護、持続可能性、

合法性や企業道徳に関する要求レベルが高くなっています。多くの場合、欧米で流れが始まり、法規制に落とし 

込まれ、全世界のビジネスに影響がカスケード的に広がっていくというパターンが多い。今後も様々な国々の 

法規制の影響が日本の企業に影響を与え続ける環境は変わらないと思われます。問題になるのが、社内の  

監査対応やトレーサビリティー関連業務などのリソース不足でしょう。そこでビューローベリタスでは、EICC の 

労働安全道徳に関する監査プログラムである VAP 監査やカスタマイズされた二者監査代行などの日本企業の

ニーズを満たすサービスを展開しています。詳しくは下記までご連絡下さい。 

 

ビューローベリタスジャパン株式会社 システム認証事業本部 営業部 川手洋明 

 

ビューローベリタスが提供するサービス(例) 

 紛争鉱物規制への対応～ビューローベリタスのソリューション(News! 2013/1/25up) 

 カスタマイズ監査：EICC 監査、サプライヤー監査など 

 EICC： 

 VAP 監査(Validated Audit Process) 

 AMA 監査(Auditee Managed Audit) 

 CMA 監査(Customer Manager Audit) 

 紛争鉱物を製品に含む場合の「紛争鉱物報告書」の第三者監査 

          

     

【お問い合わせ先】  

ビューローベリタスジャパン株式会社 システム認証事業本部 営業部 

〒231-0023 横浜市中区山下町 1 番地シルクビル 2Ｆ 

TEL: 045-651-4785 FAX: 045-641-4330  

E-mail: scssales.yok@jp.bureauveritas.com 

 

 


